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規 則

�愛媛県規則第３６号
生活保護法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

生活保護法施行細則の一部を改正する規則

生活保護法施行細則（昭和５６年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（医療機関等の指定申請書等の経由）

第１５条 省令第１０条第２項、第４項及 び 第５項、第１０条 の６第２

項、第１０条の７、第１０条の８第１項、第１４条第２項及び第４項並

（医療機関等の指定申請書等の経由）

第１５条 省令第１０条第２項及 び 第４項 、第１０条 の６第２

項、第１０条の７、第１０条の８第１項、第１４条第３項 並

毎週（火・金）曜日発行 第４２９号 令和５年７月２８日

令和５年７月２８日金曜日 第４２９号



愛 媛 県 報令和５年７月２８日 第４２９号

７４７

��������������

告 示

�愛媛県告示第８３１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８３２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、

施術機関を次のように指定した。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８３３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第３７号
愛媛県立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県立都市公園条例施行規則（昭和３４年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

びに第１５条第１項の規定により知事に提出する書類は、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１項の規定に基づ

く条例の規定により、市がその受理又は受付等に関する事務を処

理することとされたものを除き、医療機関、介護機関又は助産師

若しくは施術者の所在地又は住所地を管轄する地方局長を経由し

なければならない。

びに第１５条 の規定により知事に提出する書類は、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１項の規定に基づ

く条例の規定により、市がその受理又は受付等に関する事務を処

理することとされたものを除き、医療機関、介護機関又は助産師

若しくは施術者の所在地又は住所地を管轄する地方局長を経由し

なければならない。

改 正 後 改 正 前

（知事が定める使用料の額）

第１３条 条例第１２条 の規定に基づく県が設置する公園施設を

管理する場合の使用料の額は、別表のとおりとする。

別表（第１３条関係）

県が設置する公園施設の管理に係る使用料

（知事が定める使用料の額）

第１３条 条例第１２条第１項の規定に基づく県が設置する公園施設を

管理する場合の使用料の額は、別表のとおりとする。

別表（第１３条関係）

県が設置する公園施設の管理に係る使用料

都市公園名 公園施設名 単 位 金 額 都市公園名 公園施設名 単 位 金 額

総合運動公園 省略 総合運動公園 省略

とべ動物園売店 省略 とべ動物園売店 省略

とべ動物園キッチ

ンプレハブ
１年につき ４５９，２２０円

省略 省略

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

有津むらかみクリニック 今治市伯方町有津甲２３３１
番地 令和５年５月１日

Ｕ ク リ ニ ッ ク
今治市南大門町１丁目６
番地１８富士火災今治ビル
２階

令和５年５月１日

レデイ薬局 新居浜松木店 新居浜市松木町５番５１号 令和５年５月１日

有 津 お か も と 薬 局 今治市伯方町有津甲２３３０
番地２ 令和５年５月３日

施術機関の氏名 施術機関の住所 指定年月日

宇都宮 桂 子 宇和島市和霊中町１丁目２－１７ 令和５年５月１日

花 崎 勇 人 大洲市中村２６２－６ 亀井ビル３０２号 令和５年５月１日

三 浦 靖 夫 宇和島市保田甲１７４３番地１ 令和５年５月１日
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指定医療機関から所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８３４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８３５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により、

次のとおり指定医療機関の辞退があった。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８３６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

そうごう薬局千代田町店

（変更後）
八幡浜市１４５５番２３

令和５年５月３日
（変更前）
八幡浜市矢野町七丁目１４
５５番２３

八幡浜市大島診療所

（変更後）
八幡浜市大島字本ウラ２
番耕地１０１番地１

令和５年５月３日
（変更前）
八幡浜市大島２番耕地１０
１番地１

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

有津むらかみクリニック 今治市伯方町有津甲２３３５ 令和５年４月３０日

松 田 歯 科 診 療 所 新居浜市菊本町二丁目１
－９ 令和５年４月３０日

有 津 お か も と 薬 局 今治市伯方町有津甲２３３７
番地２ 令和５年５月２日

医療機関の名称 医療機関の所在地 辞退年月日

坂 田 歯 科 医 院 四国中央市三島中央３－
１３－３０ 令和５年７月３１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

合同会社 やす 今治市大浜町三丁目６番１１号 訪問看護 いまばり 今治市南宝来町２丁目２－１
矢野薬局ビル２階 令和５年６月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１ アクティブライフ宇和 西予市宇和町卯之町五丁目２３

３番地 令和５年５月１６日

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１ アクティブライフ保内 八幡浜市保内町宮内一番耕地

３２４番地 令和５年５月１６日

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１ アクティブライフ松柏 八幡浜市松柏甲７２８－１ 令和５年５月１６日

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１ アクティブライフ三瓶 西予市三瓶町朝立７番耕地８４

番地１ 令和５年５月１６日

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１ グループホーム夏みかん 八幡浜市八代４５番地 令和５年５月１６日
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�愛媛県告示第８３８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から主たる事務所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１ アクティブライフ宇和 西予市宇和町卯之町五丁目２３

３番地 令和５年５月１６日

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１ アクティブライフ保内 八幡浜市保内町宮内一番耕地

３２４番地 令和５年５月１６日

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１ アクティブライフ松柏 八幡浜市松柏甲７２８－１ 令和５年５月１６日

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１ アクティブライフ三瓶 西予市三瓶町朝立７番耕地８４

番地１ 令和５年５月１６日

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１ グループホーム夏みかん 八幡浜市八代４５番地 令和５年５月１６日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社岡本薬局

（変更後）
今治市伯方町有津甲２３３０番地
２

今治おかもと薬局 今治市南高下町三丁目２番１０
号 令和５年５月３日

（変更前）
今治市伯方町有津甲２３３７番地
２

有限会社岡本薬局

（変更後）
今治市伯方町有津甲２３３０番地
２

�屋おかもと薬局 今治市馬越町１丁目２番２９号 令和５年５月３日
（変更前）
今治市伯方町有津甲２３３７番地
２

総合メディカル株式会社

（変更後）
福岡市中央区大名二丁目９－
２３

そうごう薬局卯之町店 西予市宇和町卯之町二丁目３０
０番地 令和５年５月８日

（変更前）
福岡市中央区天神二丁目１４番
８号

総合メディカル株式会社

（変更後）
福岡市中央区大名二丁目９－
２３

そうごう薬局松本町店 今治市中日吉町３丁目１－２８ 令和５年５月８日
（変更前）
福岡市中央区天神二丁目１４番
８号

総合メディカル株式会社

（変更後）
福岡市中央区大名二丁目９－
２３

そうごう薬局三島店 四国中央市中之庄町２８４－１ 令和５年５月８日
（変更前）
福岡市中央区天神二丁目１４番
８号

総合メディカル株式会社

（変更後）
福岡市中央区大名二丁目９－
２３

そうごう薬局港町店 八幡浜市４１６－１ 令和５年５月８日
（変更前）
福岡市中央区天神二丁目１４番
８号

総合メディカル株式会社

（変更後）
福岡市中央区大名二丁目９－
２３

そうごう薬局八幡浜店 八幡浜市大平１番耕地６４４番
地 令和５年５月８日

（変更前）
福岡市中央区天神二丁目１４番
８号
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�愛媛県告示第８４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から主たる事務所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、指定医療機関（指定訪問看護事業者等）から指定訪問看護事業等を行う

事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８４２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社岡本薬局

（変更後）
今治市伯方町有津甲２３３０番地
２

今治おかもと薬局 今治市南高下町三丁目２番１０
号 令和５年５月３日

（変更前）
今治市伯方町有津甲２３３７番地
２

有限会社岡本薬局

（変更後）
今治市伯方町有津甲２３３０番地
２

�屋おかもと薬局 今治市馬越町１丁目２番２９号 令和５年５月３日
（変更前）
今治市伯方町有津甲２３３７番地
２

総合メディカル株式会社

（変更後）
福岡市中央区大名二丁目９－
２３

そうごう薬局卯之町店 西予市宇和町卯之町二丁目３０
０番地 令和５年５月８日

（変更前）
福岡市中央区天神二丁目１４番
８号

総合メディカル株式会社

（変更後）
福岡市中央区大名二丁目９－
２３

そうごう薬局松本町店 今治市中日吉町３丁目１－２８ 令和５年５月８日
（変更前）
福岡市中央区天神二丁目１４番
８号

総合メディカル株式会社

（変更後）
福岡市中央区大名二丁目９－
２３

そうごう薬局三島店 四国中央市中之庄町２８４－１ 令和５年５月８日
（変更前）
福岡市中央区天神二丁目１４番
８号

総合メディカル株式会社

（変更後）
福岡市中央区大名二丁目９－
２３

そうごう薬局港町店 八幡浜市４１６－１ 令和５年５月８日
（変更前）
福岡市中央区天神二丁目１４番
８号

総合メディカル株式会社

（変更後）
福岡市中央区大名二丁目９－
２３

そうごう薬局八幡浜店 八幡浜市大平１番耕地６４４番
地 令和５年５月８日

（変更前）
福岡市中央区天神二丁目１４番
８号

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

一般社団法人在宅看護センタ
ー四国

四国中央市土居町上野甲１１９７
－１

日本財団在宅看護センターし
こく

（変更後）
四国中央市川之江町字井地山
９８０番６

令和５年５月１日
（変更前）
四国中央市三島中央五丁目１３
－２ユーズフラット地上１階
テナント１号室
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�愛媛県告示第８４３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８４４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から主たる事務所の所在地及び居宅介護事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８４５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から主たる事務所の所在地及び介護予防事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

一般社団法人在宅看護センタ
ー四国

四国中央市土居町上野甲１１９７
－１

日本財団在宅看護センターし
こく

（変更後）
四国中央市川之江町字井地山
９８０番６

令和５年５月１日
（変更前）
四国中央市三島中央五丁目１３
－２ユーズフラット地上１階
テナント１号室

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

一般社団法人在宅看護センタ
ー四国

四国中央市土居町上野甲１１９７
－１

日本財団在宅看護センターし
こく

（変更後）
四国中央市川之江町字井地山
９８０番６

令和５年５月１日
（変更前）
四国中央市三島中央五丁目１３
－２ユーズフラット地上１階
テナント１号室

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社オアシス

（変更後）
伊予郡砥部町拾町３５３番地３

グループホームぽかぽか

（変更後）
伊予郡砥部町拾町３５３番地３

令和５年４月１日
（変更前）
伊予郡砥部町高市１３１８番地

（変更前）
伊予郡砥部町高市１３１８番地

総合メディカル株式会社

（変更後）
福岡市中央区大名二丁目９－
２３

そうごう薬局千代田町店

（変更後）
八幡浜市矢野町七丁目１４５５番
地２３

令和５年５月３日
（変更前）
福岡市中央区天神二丁目１４番
８号

（変更前）
八幡浜市１４５５－２３

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

総合メディカル株式会社

（変更後）
福岡市中央区大名二丁目９－
２３

そうごう薬局千代田町店

（変更後）
八幡浜市矢野町七丁目１４５５番
地２３

令和５年５月３日
（変更前）
福岡市中央区天神二丁目１４番
８号

（変更前）
八幡浜市１４５５－２３
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�愛媛県告示第８４６号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８４７号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市玉川町鬼原字長通り乙２７、乙２９、乙３０、乙３１の１、乙３１

の２、乙３２の１、乙３３の１、乙３３の２、乙３４

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字長通り乙２７・乙２９・乙３０・乙３１の１・乙３２の１・乙３３の

１・乙３３の２・乙３４（以上８筆について次の図に示す部分に

限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８４８号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市上浦町井口８０５０の１、８０５０の２、８０６９、８０７０、８０７１の１、

８０７１の２、８０７２から８０７６まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

上浦町井口８０７２・８０７４から８０７６まで（以上４筆について次

の図に示す部分に限る。）、８０７３

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８４９号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法

（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合する

と認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４

項の規定に基づき、次のとおり公示する。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８５０号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局及び市役所におい

て縦覧に供する。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

妙典寺前Ｄ地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱８号までを順次

結んだ線及び標柱８号と標柱１号を市道神田川原４号線南側官民境

界線で結んだ線に囲まれた区域

丸之内Ａ地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１５号までを順次

結んだ線、標柱１５号と標柱１６号を市道丸之内４号線南側官民境界線

で結んだ線、標柱１６号と標柱１７号を市道丸之内９号線南側官民境界

線で結んだ線及び標柱１７号と標柱１８号を結んだ線に囲まれた区域

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

片木脳神経外科 今治市別名２７４番地 医療法人隆典会
令和８年
７月２１日
まで

奥島病院 松山市道後町二丁目２番
１号 医療法人団伸会

令和８年
８月１日
まで

区 域 区 分

�良区域（�良漁業協同
組合の地区） 主としてまき網を使用して営む漁業

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 妙典寺前 竜王 乙１２０８番１ １号

乙１２１４番２ ２号

乙１２１３番１ ３号

乙１２０６番５９ ４号

乙１２１３番３ ５号、６号

戸板 乙９４３番１ ７号

乙９４３番２ ８号
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�愛媛県告示第８５１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 丸之内一丁目 ３１５番 １号、１８号

丸之内 丸之内 １番１２３
２号、３号、４号、５号
６号、７号、８号、９号
１０号、１１号、１２号、１３号
１４号

丸之内五丁目 ９０１番 １５号

９０６番１ １６号

１０２番 １７号

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－４）第５００３号 令和４年
９月１３日 ㈱東新建設 白石 哲也 新居浜市阿島４－２－３２ 令和５年

６月１４日 解体工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－３）第１６０７８号 令和４年
３月１日 ㈲石鎚スカイ・クリーン 丹 博臣 西条市氷見乙６８９－３ 令和５年

６月２２日
塗装工事業
防水工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野中長沢線
伊予市中山町出渕２番耕地３５８９番から

同町出渕２番耕地３５８４番４まで

旧 ４．７～８．７ ０．０４６

新 ５．６～２８．３ ０．０４６

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野中長沢線 伊予市中山町出渕６番耕地１３４９番４

旧 ４．９～６．１ ０．０３６

新 ４．９～１１．１ ０．０３６

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町１０１７番８から

同町１７１３番４まで

旧 １４．１～４９．４ ０．３３０

新 ２３．７～５９．３ ０．３９０
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�愛媛県告示第８５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年７月２８日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山双海線
伊予市中山町佐礼谷丙５４番地先から

同町佐礼谷丙６３番２まで
令和５年７月２８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野中長沢線
伊予市中山町出渕２番耕地３５８９番から

同町出渕２番耕地３５８４番４まで
令和５年７月２８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野中長沢線 伊予市中山町出渕６番耕地１３４９番４ 令和５年７月２８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町１０１７番８から

同町１７１３番４まで
令和５年８月１日
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訓 令

�愛媛県訓令第１３号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和５年７月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第１０号

令和５年７月１９日
東温市北方字田中甲３１２５番４、甲３１２６番３５、甲３１２６番３６及び里道

松山市拓川町５番２２号
メゾン・ド・フェニックス拓川２０１号
株式会社フェニックス・コーポレーショ
ン
代表取締役 大 森 司

改 正 後 改 正 前

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

保

健

福

祉

課

１・２

省略

保

健

福

祉

課

１・２

省略

３ 生活

保護法

の施行

に関す

る事務

１～４ 省略 ３ 生活

保護法

の施行

に関す

る事務

１～４ 省略

５ 医療機関の指定、指定の更

新又は指定の取消し若しくは

効力の停止に必要な情報の提

供の要求（生活保護法施行規

則第１６条の２）

○

６ 省略 ５ 省略

４～１９

省略

４～１９

省略

令和５年７月２８日 発行


